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9.自己株式 

9-1.自己株式 

 

(1)意義（会社 113Ⅳ括弧） 

 

 

 

 

 

(2)機能と弊害 

 

 

 

 

 

 

弊害：出資の返還、株主間の不平等、会社支配の公正を害する、不公正な証券取引 

 

 

→かつては原則禁止、今は… 
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9-2.自己株式の取得 

 

(1)自己株式の取得についてのルール 

 

会社 155①～⑬ → 手続＋取得対価について分配可能額規制等 

 

 

 

目的に限定なし（会社 155③） ⇔ 限定あり（それ以外） 

 

 

 

(2)株主との合意による有償取得（会社 155③）の手続 

 

(a)すべての株主に申込み機会を与える取得 

 

 

 

 

 

 

  

ⓐ自己株式の取得に関す
る授権（会社 156） 

ⓒ譲渡しの申込み 

（会社 159） 

株主総会の普通決議で次の事項を決定 

①取得株式数、②対価の内容と総額、③取得期間（1 年以

内） 

＊取締役会の権限にできる場合（会社 459Ⅰ①） 

 

 

ⓐの決定に従い取得の都度、取締役または取締役会（会社 158

Ⅱ参照）で次の事項を決定 

①取得株式数、②対価、③対価総額、④申込期日 

→株主に通知・公告 

 

 

通知を受けた株主が譲渡しの申込み→会社が取得 

申込総数＞ⓑ①→按分取得 

ⓑ取得価格等の決定・通
知（会社 157・158） 

会社 

株主 A 

株主 B 

株主 C 

ⓐの授権 

ⓑの通知・公告 

ⓒの申込み 

→多ければ按分取得 
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(b)特定の株主からの取得 

 

 

 

 

 

 

 

(c)子会社からの取得（会社 163） 

 

 

 

(d)市場取引・公開買付けによる取得（会社 165） 

 

  

ⓐ自己株式の取得に関す
る授権（会社 156・160

ⅠⅣ・309Ⅱ②） 

ⓒ譲渡しの申込み 

（会社 159） 

すべての株主は、ⓐ④の「特定の株主」に自己を加えること

を請求できる（これについて株主に通知） 

例外＝市場価格を超えない場合（会社 161） 

   相続人等からの取得（会社 162） 

   全員一致による定款の定め（会社 164） 

 

 

株主総会の特別決議で次の事項を決定（④の特定の株主は議

決権行使できず） 

①取得株式数、②対価の内容と総額、③取得期間（1 年以

内）、④会社 158Ⅰの通知を特定の株主に対して行う旨 

 

 

ⓐの決定に従い取得の都度、取締役または取締役会（会社 158

Ⅱ参照）で次の事項を決定 

①取得株式数、②対価、③対価総額、④申込期日 

→ⓐ④の特定の株主に通知 

 

 

通知を受けた株主が譲渡しの申込み→会社が取得 

申込総数＞ⓑ①→按分取得 

 

ⓑ取得価格等の決定・通
知（会社 157・158） 

売主追加請求権（会社
160ⅡⅢ、会社則 28・29） 

会社 

株主 A 

株主 B 

株主 C 

ⓐの授権 

ⓑの通知 

＝特定の株主に対してだけ 

ⓒの申込み 

→多ければ按分取得 

特定の株主として当初は B を予定 

→A・Cにも売主追加請求権 

 （たとえば Cが行使） 
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(3)手続に違反した取得 

 

効力 

 

 

 

取締役の任務懈怠責任（会社 423） 

 

事例 9-a 自己株式の取得と会社の損害 

A 会社の代表取締役 Y は、次のような自己株式の取得を決定したが、これについて会社法が

定める手続に従わなかった。A会社は、A 会社株式 100株を、1 株あたり 200 円で取得した。

取得時の A 会社株式の時価は 1株あたり 150円であった。その後、A会社は、会社法が定め

る手続にしたがって、この自己株式を処分した。処分のときの対価は、1 株あたり 120円（処

分時の時価）であった。 

 

①自己株式取得による流出額（最判平 5・9・9民集 47-7-4814） 

 

 

 

②自己株式取得時点での会社価値減少分（大阪地判平 15・3・5判時 1833-146） 

 

 

 

＊①と②が異なる理由 

 

 

 

(4)分配可能額の規制（会社 461。詳細は「会社法Ⅲ」） 

 

 

 

 

分配可能額（会社 446・461Ⅱ）＝「その他資本剰余金」「その他利益剰余金」が基礎 
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9-3.自己株式についてのその他の問題 

 

(1)自己株式の地位 

 

議決権（会社 308Ⅱ）、剰余金配当（会社 453括弧）etc. ⇔ 株式の分割・併合 

 

 

 

 

会計上の扱い（会社計算 76Ⅱ⑤） 

 

 

 

 

(2)自己株式の処分（会社 199以下。無効の訴え等について会社 828Ⅰ③・829②） 

 

 

 

 

 

(3)株式の消却（会社 178） 

 

 

 

 

 

 

  

未発行 

既発行 

発行可能株式総数（会社 37） 

発行済株式総数 

株式の消却（会社 178）
により減少 

こちらは？ 
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(4)子会社による親会社株式の取得［テキスト 5章 3節４ ］ 

 

 

 

 

 

 

＊原則禁止の理由 

 

かつて：自己株式取得は原則禁止→親会社株式の取得は原則禁止 

 

 

 

現在：自己株式取得は原則許容（＋分配可能額規制等を課す） 

⇔親会社株式の取得は原則禁止 

 

親会社 

子会社 

株式保有 

取得は原則禁止（会社 135Ⅰ） 

 

取得が認められる場合（会社 135Ⅱ）→処分（会社 135Ⅲ） 

 

 ＊会社 163はこの処分を容易にするもの 

 

子会社が保有する親会社株式＝議決権なし（会社 308Ⅰ） 


